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成年後見制度の種類

《 法定後見制度 》《 法定後見制度 》 《 任意後見制度 》《 任意後見制度 》

成
年
後
見
制
度
っ
て
、
ど
ん
な
制
度
？

成
年
後
見
制
度
の

成
年
後
見
制
度
の
内
容
とと
種
類

認

特
集

い
ざ
と
い
う
と
き

い
ざ
と
い
う
と
き    

あ
な
た
の
財
産
と
生
活
を
守
る
た
め
に

あ
な
た
の
財
産
と
生
活
を
守
る
た
め
に

成成せ

い

せ

い

年年ね

ん

ね

ん

後後こ

う

こ

う

見見け

ん

け

ん

制制せ

い

せ

い

度度どど

を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

大
切
な
財
産
を
守
り

生
活
の
不
安
を
解
消

成
年
後
見
制
度
は
、
認
知

症
や
障
が
い
な
ど
に
よ
り
判

断
能
力
が
不
十
分
な
人
の
財

産
や
権
利
を
守
り
、
生
活
上

の
不
自
由
さ
を
解
消
す
る
た

め
、
家
庭
裁
判
所
が
選
任
し

た
「
成
年
後
見
人
」
な
ど
の

支
援
者
が
本
人
の
「
財
産
管

理
」
や
「
身
上
監
護
」
に
つ

い
て
支
援
す
る
制
度
で
す
。

　
　
　
　
　

知
症
や
精
神
障
が
い

な
ど
に
よ
り
判
断
能

力
が
不
十
分
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
人
は
、
不
動
産
や
預

貯
金
な
ど
の
財
産
管
理
や
、
介
護

な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
必

要
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と

を
本
人
一
人
で
行
う
こ
と
は
難
し

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
本
人
に
と
っ
て
不
利
益

な
契
約
で
あ
っ
て
も
、
判
断
が
で

き
な
い
ま
ま
契
約
を
結
ん
で
し
ま

い
、
詐
欺
や
悪
徳
商
法
な
ど
の
被

害
に
遭
う
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
判
断
能
力
が
不

十
分
な
人
の
権
利
を
守
り
、
本
人

を
法
律
で
保
護
・
支
援
す
る
の
が

「
成
年
後
見
制
度
」
で
す
。

　

今
月
号
で
は
、
高
齢
化
が
進

み
、
今
後
ま
す
ま
す
身
近
に
な
る

本
制
度
に
つ
い
て
特
集
し
ま
す
。

『高齢や病気などにより判断能力に不安が…』
そんな人を守るため、成年後見制度があります

『どんなことをしてくれるの？』

『どこに相談すればいいの？』

『お金はかかるの？』

『成年後見制度って、なに？』
『認知症のおじいちゃん

を

悪徳訪問販売員から守り
たい…』

『親亡き後、障がいを持
つ子の

生活や財産管理を信頼で
きる人

に任せたい…』

『遠くで暮らす親が心配
…』

『家族が認知症の診断を
受けた…』

身上監護身上監護 とはとは
　 ● 介護福祉サービスの利用手続き
　 ● 施設への入退所の手続き、費用支払い
　 ● 医療機関の受診に関する手続き
　 ● 要介護認定の申請　など

成年後見制度ではできないこと成年後見制度ではできないこと
　 ● 結婚・離婚・養子縁組、遺言書作成などの行為
　 ● 手術や臓器移植、延命措置などの医療行為の同意
　 ● 身元保証人や身元引受人
　 ● 実際の介護や看護、家事支援（第三者の後見人等の場合）　など　

財産管理財産管理 とはとは
　 ● 預貯金の管理
　 ● 税金や光熱水費などの支払い
　 ● 不動産の管理
　 ● 遺産分割
　 ● 本人に応じた法律行為　など

　成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の２つの制度があります。
　また、「法定後見制度」は、本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の３つに区分されます。

　　判断能力が不十分な人に対する制度です。
　　能力の程度により以下の３つに区分されています。

　十分な判断能力があるうちに、
判断能力が不十分になった場合
に備え、あらかじめ自分の選ん
だ任意後見人に生活や介護、財
産管理などに関する事務につい
ての代理権を与える契約を結ぶ
制度。

 判断能力の程度

すべての法律行為
が行えます。

法律上に定められ
た重要な行為の代
理権などが付与さ
れます。

申し立ての範囲内
で家庭裁判所が定
める法律行為を行
えます。

常に判断能力
が欠けている

判断能力が
著しく不十分

判断能力が
　不十分

将来の判断能力の低下
に備え、自ら支援者や
支援内容を決めておく成年後見人成年後見人 保佐人保佐人 補助人補助人

任意後見人任意後見人
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ど
ん
な
こ
と
を
し
て
く
れ
る
の
？  

お
金
は
か
か
る
の
？

後
見
人
等
の

後
見
人
等
の
仕
事
とと
報
酬

申
し
立
て
か
ら
支
援
開
始
ま
で
の
流
れ

成
年
後
見
制
度
を

成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
に
は

す
る
に
は

主
な
仕
事
の
内
容

①
生
活
状
況
の
調
査
と

　

支
援
計
画
の
作
成

本
人
の
生
活
や
財
産
な
ど
の

状
況
を
調
べ
、
そ
の
上
で
本
人

の
意
向
を
尊
重
し
な
が
ら
、
本

人
に
合
っ
た
生
活
を
考
え
、
今

後
の
支
援
計
画
と
収
支
予
定
を

立
て
ま
す
。

②
本
人
の
希
望
を
確
認
し

　

必
要
な
手
続
き
を
行
う

本
人
の
意
向
や
生
活
状
況
を

考
慮
し
、
必
要
に
応
じ
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契
約
や
施
設

の
入
所
、
ま
た
は
年
金
を
受
け

取
る
た
め
に
必
要
な
手
続
き
な

ど
を
行
い
ま
す
。

③
本
人
の
財
産
を
管
理

　

預
金
通
帳
な
ど
を
管
理
し
、

本
人
の
日
々
の
生
活
の
中
の
収

入
や
支
出
の
記
録
を
残
し
ま

す
。

家
庭
裁
判
所
へ
の

申
し
立
て
が
必
要

　

成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る

に
は
、
必
要
な
書
類
を
そ
ろ

え
、
家
庭
裁
判
所
へ
申
し
立
て

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
法
定
後
見
制
度

の
申
し
立
て
か
ら
、
利
用
開
始

ま
で
の
流
れ
を
説
明
し
ま
す
。

■
申
し
立
て
が
で
き
る
人

申
し
立
て
が
で
き
る
の
は
、

本
人
・
配
偶
者
・
４
親
等
内
の

親
族
で
す
。
な
お
、
身
寄
り
が

な
い
な
ど
の
理
由
で
申
立
人
が

い
な
い
場
合
は
、
市
町
村
長
が

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
４
親
等
内
の
親
族
に
は
、
本

人
か
ら
み
て
、
父
母
・
祖
父

母
・
曽
祖
父
母
、
子
・
孫
・

ひ
孫
・
や
し
ゃ
ご
、
兄
弟
姉

妹
、
お
い
・
め
い
、
お
い
め

い
の
子
、
お
じ
・
お
ば
・
い

と
こ
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
人
が
後
見

人
に
選
ば
れ
る
の
？

　

家
庭
裁
判
所
で
は
、
本
人
の

状
況
や
事
情
を
考
慮
し
、
本
人

の
支
援
に
ふ
さ
わ
し
い
人
を
成

年
後
見
人
等
に
選
任
し
ま
す
。

後
見
人
等
は
一
人
が
選
任
さ
れ

る
場
合
も
あ
れ
ば
、
複
数
人
が

選
任
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。

　

多
く
の
場
合
、
配
偶
者
や
子

な
ど
の
親
族
が
選
ば
れ
ま
す

が
、
弁
護
士
な
ど
の
専
門
家

や
、
社
会
福
祉
士
な
ど
の
福
祉

関
係
の
公
益
法
人
か
ら
選
ば
れ

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
後
見
人
な
ど
を
監
督

す
る
成
年
後
見
監
督
人
が
選
ば

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

①
親
族
後
見
人

　

本
人
の
配
偶
者
、
子
、
孫
な

ど
の
親
族
か
ら
選
任

②
専
門
職
後
見
人

　

弁
護
士
な
ど
の
法
律
の
専
門

職
、
社
会
福
祉
士
な
ど
の
福
祉

の
専
門
職
な
ど
か
ら
選
任

④
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
な
ど

に
対
応

　

万
が
一
、
悪
質
業
者
に
だ
ま

さ
れ
て
必
要
の
な
い
も
の
を
買

わ
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
契
約
を

取
り
消
す
な
ど
し
、
消
費
者
ト

ラ
ブ
ル
な
ど
か
ら
守
り
ま
す
。

⑤
生
活
の
様
子
な
ど
を

　

家
庭
裁
判
所
へ
報
告

　

本
人
の
生
活
状
況
や
健
康
状

態
、
財
産
の
状
況
、
ま
た
、
後

見
人
等
と
し
て
行
っ
た
業
務
内

容
な
ど
を
家
庭
裁
判
所
に
報
告

し
ま
す
。

後
見
人
等
報
酬
は
？

報
酬
の
金
額
は
家
庭
裁
判
所

が
決
定
し
ま
す
。
本
人
の
財
産

に
応
じ
て
金
額
を
決
定
す
る
た

め
、
生
活
に
支
障
が
生
じ
る
程

の
金
額
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
後
見
の
申
し
立
て
費

用
や
報
酬
の
一
部
を
助
成
す
る

町
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。

事
例
を
も
と
に
制
度
の
活
用
例
を
紹
介
し
ま
す

成
年
後
見
制
度
を
利
用
し
た

成
年
後
見
制
度
を
利
用
し
た
事
例

■
支
援
開
始
ま
で
の
流
れ

①① 

ま
ず
は
相
談
を

ま
ず
は
相
談
を

　

手
続
き
の
流
れ
や
必
要
な
書

類
な
ど
に
つ
い
て
、
事
前
に
家

庭
裁
判
所
に
相
談
し
、
具
体
的

な
説
明
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

町
役
場
や
、
に
し
あ
い
づ
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
法
テ

ラ
ス
な
ど
で
も
相
談
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

②② 

申
し
立
て

申
し
立
て

　

申
立
書
な
ど
の
必
要
書
類
に

手
数
料
を
添
え
、
本
人
の
住
所

地
を
管
轄
す
る
家
庭
裁
判
所
に

申
し
立
て
ま
す
。

ケ
ー
ス
１

「
保
佐
」の
事
例

　

Ａ
さ
ん
は
、
１
年
前
に

夫
を
亡
く
し
て
か
ら
１
人

暮
ら
し
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
最
近
で
は
認
知
症
の

症
状
が
ず
い
ぶ
ん
と
進

み
、
日
常
生
活
に
支
障
が

出
て
き
た
た
め
、
長
男
家

族
と
同
居
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

長
男
は
、
そ
れ
ま
で
Ａ

さ
ん
が
住
ん
で
い
た
自
宅

と
土
地
を
売
却
し
よ
う
と

し
ま
し
た
が
、
Ａ
さ
ん
は

す
で
に
お
金
の
計
算
が
で

き
な
く
な
っ
て
き
て
お

り
、
と
て
も
売
買
契
約
が

で
き
る
よ
う
な
状
態
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
こ
で
長
男
が
「
保

佐
」
開
始
の
申
し
立
て
を

家
庭
裁
判
所
に
行
い
、
①

ケ
ー
ス
２

「
後
見
」の
事
例

　

若
い
こ
ろ
父
親
を
亡
く
し
た

Ｂ
さ
ん
は
、
母
親
と
自
宅
で
２

人
暮
ら
し
を
し
て
い
ま
し
た
。

Ｂ
さ
ん
に
は
知
的
障
が
い
が
あ

り
、
障
が
い
年
金
を
受
給
し
て

い
ま
し
た
。
母
親
が
Ｂ
さ
ん
の

金
銭
管
理
を
行
っ
て
い
ま
し
た

が
、
高
齢
と
な
り
、
Ｂ
さ
ん
の

将
来
が
不
安
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
「
後
見
」
開
始
の
申
し
立
て

を
行
い
ま
し
た
。

　

審
理
の
結
果
、
社
会
福
祉
士

の
資
格
を
持
つ
成
年
後
見
人
が

選
任
さ
れ
、
金
銭
管
理
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

数
年
後
、
母
親
が
他
界
し
、

Ｂ
さ
ん
の
独
居
生
活
は
困
難
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
後
見
人
が
施

設
入
所
の
契
約
を
行
い
ま
し

た
。
現
在
、
Ｂ
さ
ん
は
施
設
で

安
心
し
て
生
活
し
て
い
ま
す
。

 成年後見制度を知っていますか？を知っていますか？

③③ 

面
接
・
調
査

面
接
・
調
査

　

家
庭
裁
判
所
の
職
員
が
書
類

審
査
や
、
申
立
人
や
本
人
と
の

面
接
を
行
い
、
お
話
を
伺
い
ま

す
。
必
要
に
応
じ
て
、
本
人
の

判
断
能
力
を
鑑
定
す
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

④④ 

審
判
審
判

　

家
庭
裁
判
所
が
、
本
人
の
必

要
と
す
る
支
援
に
最
適
な
親
族

や
専
門
職
な
ど
を
成
年
後
見
人

な
ど
に
選
任
し
ま
す
。

　

そ
の
後
、
法
務
局
に
成
年
後

見
の
登
記
が
さ
れ
、
支
援
が
開

始
さ
れ
ま
す
。

土
地
・
建
物
の
売
却
、
②

売
却
代
金
の
管
理
に
つ
い

て
の
代
理
権
付
与
の
審
判

申
し
立
て
を
行
い
ま
し

た
。

　

そ
の
後
、
家
庭
裁
判
所

の
審
理
を
経
て
、
長
男
が

「
保
佐
人
」
に
選
任
さ
れ
、

土
地
売
却
な
ど
の
代
理
権

が
付
与
さ
れ
ま
し
た
。

　

保
佐
人
と
な
っ
た
長
男

は
Ａ
さ
ん
の
金
銭
管
理
を

開
始
し
、
そ
の
後
家
庭
裁

判
所
の
許
可
の
審
判
を
受

け
、
Ａ
さ
ん
の
自
宅
と
土

地
を
売
却
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

③
市
民
後
見
人

　

市
民
後
見
人
養
成
講
座
な
ど

を
受
講
し
、
成
年
後
見
制
度
に

関
す
る
一
定
の
知
識
や
技
術
を

身
に
つ
け
た
一
般
市
民
の
中
か

ら
選
任

大
切
な
人
の
生
活
を

守
る
た
め
に

■
制
度
を
活
用
く
だ
さ
い

　

家
族
が
認
知
症
や
障
が
い
者

に
な
っ
て
も
、
安
心
し
て
、
そ

の
人
ら
し
い
生
活
を
送
れ
る
よ

う
、
成
年
後
見
制
度
を
活
用
く

だ
さ
い
。

〈
制
度
に
関
す
る
相
談
・
問
い

合
わ
せ
先
〉

町
福
祉
介
護
課　

福
祉
係

☎
45
―
２
２
１
４

に
し
あ
い
づ
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー

☎
45
―
３
３
２
７

〈
制
度
の
申
し
立
て
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
先
〉

福
島
家
庭
裁
判
所

会
津
若
松
支
部

☎
０
２
４
２
―
26
―
５
７
２
５


